
〇策定のポイント

①県、市、群馬県住宅供給公社の連携による団地再生の取組みの第一歩と
して策定した地域を巻き込んだ共通のビジョン

②複数の民間団体が連携して活動し、地域コミュニティの活性化や賑わい
創出を意図した様々なアクションを継続的に実施していく仕組みとして、
地域の関係者が定期的に集うプラットフォームを組成

③住民参加型のワークショップを繰り返し開催して策定したことで、ビ
ジョンを共有し、自分たちの地域は自分たちで豊かにするという意識醸成
に寄与

広瀬団地再生ビジョンの策定について
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別添資料（概要版）のとおり策定し、
２月２１日（金）に公表予定
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今後の広瀬団地再生の流れ

広瀬団地再生ビジョン策定（R5年度～R6年度）

団地再生基本計画作成（R6年度～
R7年度）

市営住宅建替事業・公社賃貸住宅
建替事業（その他基本計画に基づ
く整備等）、各プロジェクトの推

進

複数の民間プロジェクト

R7.5
広瀬団地再生
シンポジウム
の開催
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団地再生基本計画の作成について

団地再生基本計画作成（R6年度～
R7年度）

関係課長会議

建築住宅課＋９課※

※９課
政策推進課、交通政策課、資産経営課、長寿包括ケア課、こども施設課、
環境政策課、都市計画課、公園緑地課、公園管理事務所

団地再生プラットフォーム会議

三者＋地域関係者（住民、事業者）

ビジョン策定時から引き続き
団地再生プラットフォームを継続
し、地域の自発的な活動の実施を

後方支援します。

また、庁内においても引き続き
関係課との情報共有・連携により、
組織横断的な地域再生施策の展開

を検討していきます。
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